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Abstract

The aim of this study is to inquire the possibility of History Education taking up the

person in the past in junior high school in the based on the analysis of textbooks in England

and on the development of lessons.

Consequently, I explained a method defined the learning by reevaluating the person in

the past, and made the four prefectures of this method differed from a method by

sympathizing clear by the analysis of textbooks in England. And I developed the lessons

accepted the four prefectures, “ Tsunayosi Tokugawa - Is he the fifth Tokugawa Shogun

loved enthusiastically only the dog, or the politician promoting the principles of civilian

government? ”.

Ⅰ．問題の所在

本小論の目的は，中学校の歴史教育において，歴

史上の人物を扱うこと（以下，歴史人物学習と呼ぼ

う）の可能性を論じるものであり，高等学校段階を

対象とした先の論文1)の継続研究ともいえる．

そもそも，現行の学習指導要領によれば，小学校

の場合，例えば小学６年においては，国家や社会の

発展に大きな働きをした先人の業績について興味・

関心と理解を深めることを目標とし，42人の具体的

な人物が上げられている2)．また中学校の場合，国

家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽く

した歴史上の人物を理解・尊重することが目標とし

てあげられ，「歴史のとらえ方」において，歴史上の

人物や出来事などについて調べる活動が導入単元と

して設定されている．この時人物に対する興味・関

心を育て，それぞれの人物が果たした役割や生き方

について時代的背景と関連付けて考察することも求

めている3)．

このようにして見てみると，学習指導要領を見る

限り（無論授業レベルでは，さまざまな実践4)がな

されているのではあろうが），その時代や地域との

関連において理解させるか否かに差はあるが，いず

れも，我が国や地域の歴史において優れた業績をの

こした偉人を共感的に取り上げ，その業績によって

自らの属する国家・社会の発展が結実したことを学

ばせ，偉人，ひいては国家・社会に愛着を持たせる

ことを目的とした学習となっているとまとめられる．

確かに，歴史上の人物を教材として取り上げると

いうことは，歴史の主体を通して歴史事象を学ばせ

るのであるから，単なる歴史上の事件を取り上げる

よりも感情移入しやすく，共感的に取り上げ易くな

る．そのため，上記のような学習になる可能性が高

いことは否めない．しかし果たして，歴史学習にお

いて歴史上の人物を取り上げる場合，この方略しか

なく，小学校と中学校において，そのような部分的

な差異だけでよいのだろうか．

そのため本小論では，上記のような問題意識から，

日本の中学校段階に相当するイングランドのKS3

（11〜14歳）の学生を対象とした歴史上の人物を取

り上げた教科書シリーズを分析し，そこから得られ

た知見をもとに授業開発を行うことで，異なる歴史

人物学習の方略を具体的に解明し，従来の共感型の

歴史人物学習方略を反省的に吟味し，中学校段階に

おける歴史人物学習の可能性を探ることを目的とす

る．

分析対象は，「歴史的評価」シリーズである．

2003〜2004年にかけてLongman社から出版された
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全６巻のシリーズである．以下，Ⅱにおいて本シ

リーズにおける歴史人物学習の構造を解明する．そ

のためにまず⑴で，任意の１冊『血まみれメアリー：

残虐な女王か敬虔なカトリックか』5)を手がかりに

その学習の構造を明らかにし，続く⑵で全６冊にお

いてどのような人物が取り上げられているのかを分

析することとしたい．以上を踏まえて，Ⅲで授業開

発を試みる．

Ⅱ．｢歴史的評価」シリーズにおける

歴史人物学習

−人物再評価学習としての歴史

人物学習−

⑴学習の構造−常識的見方に反する共感−

『血まみれメアリー：残虐な女王か敬虔なカトリッ

クか？』の記述を訳出し，その内容からKS3におけ

る人物学習の構造をまとめたものを表１として作成

した．表中の「単元名」は訳出により，それ以外は

筆者の分析による．以下，表１に基づき考察を行う．

表１より，本教材は，大きくは４つの部分に分け

ることができ，全体として，メアリーⅠ世を擁護し，

再評価する構成となっていることがわかる．

具体的には，まず第１の部分にあたる「導入」で，

メアリーⅠ世について，死亡日が祝日として200年

にわたって祝われ続け，「血まみれメアリー」と評さ

れるほど嫌われていたことが指摘される．そしてな

ぜ，このように嫌われているのか考えてみてほしい，

と問題提起がなされる．そして第４の部分にあたる，

最終単元「決めましょう−残虐な女王か良きカト

リックか」において，異なる評価（解釈）が可能な

彼女に関し，自分なりの解釈をすることが求められ

ている．この最初と最後の部分だけを見ると，自分

なりに評価する学習ではあるが，冒頭で指摘したよ

うにメアリーⅠ世を擁護し再評価する構成となって

いる，とはいえない．注目すべきはその間に挟まれ

た第２と第３の部分である．

第２の部分は，小単元「概観：王位の継承者」か

ら「カレーでの敗北」までが相当する．ここでは，

メアリーⅠ世の幼少期から，死の直前までの出来事

が，年代順に説明される構成となっている．

まず，幼少期から即位までにおいては，父により

母を奪われ，自身も庶子として遇されたこと，結果

的に父に男子が一人しか産まれず，長じて復権する

も，即位した弟にプロテスタントへの改宗を求めら

れるも拒否したこと，そして，弟の死後，プロテス

タントであったノーサンバランド公の反乱を鎮圧し

て，熱烈な支持の下，王位を継承したことが説明さ

れる．彼女の即位までの生涯を通じて，プロテスタ

ントを火あぶりにし，「血まみれメアリー」と称され

るにいたった主人公が，なぜそのようなことを行う

にいたったのかの背景（プロテスタントを忌避する

にいたる理由）を説明しているといえる．

そして，即位後は，即位時の人気に陰りが見受け

られるようになった要因が，外国人（スペイン人）

との婚姻，カトリックに対する火あぶり，敗戦と領

土喪失の３つに分けて語られている．しかし，スペ

イン人との結婚にしてもしぶしぶであったことや，

結婚よりも偽妊娠騒動の方が致命的であったこと，

また火あぶりにしても，当時としては特別なことで

はなく他の国王も実施していたが，彼女の火あぶり

を特に非難した著書が妹によって死後も広く読むよ

う推奨されたこと，敗戦にしても夫のために巻き込

まれてしまったという側面が強かったことが説明さ

れる．すなわち，人気低下の要因の説明をしている

が，個人の問題というより周囲の状況によるもので，

それを理由に彼女を非難するのは忍びないと思わせ

る構成になっている．

このように，第２の部分では，まず，プロテスタ

ントを忌避するに足る事情を説明し，その上で，嫌

われる要因を擁護しながら説明しているため，常識

的な一般的イメージ（「血まみれメアリー」）を覆す

ような事実を提示している部分といえるだろう．こ

の第２の部分（特に後半部分）を要約したものが第

３の部分で，小単元「私が死んで敗北したら…」が

該当する．

以上のことから，常識的な一般的イメージ（「血ま

みれメアリー」）を覆すような事実を提示し，異なる

評価（解釈）をする構成，常識的見方に反しメアリー

Ⅰ世を擁護するような別の見方に対する共感を行う

構成，となっているとまとめられるだろう．

中学校における歴史人物学習の可能性
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表１ 『血まみれメアリー：残虐な女王か敬虔なカトリックか？』の単元構成
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⑵人物選択基準−再評価が必要な自国の二面性を持

つ人物−

では，本シリーズでは，全体としてどのような人

物が学習対象として取り上げられているのだろうか．

本シリーズで取り上げられている人物の一覧をもと

に，その人物選択基準を分析したものを表２として

作成した．表中の「教科書名」は訳出により，それ

以外は筆者の分析による．以下，表２に基づき考察

を行う．

表２より，本シリーズでは全部で６人の人物が取

り上げられているが，その共通点は何か．まず，い

ずれも，英国史上の人物であることが指摘できる．

また，題目にＡかＢかといった副題がついているこ

とから，立場の違いによって異なる評判のある人物

（二面性を有する人物）ということも指摘できよう．

ただし，ロビン・フッドが含まれていることから，

必ずしも実在の人物である必要はないともいえる．

その上で，本シリーズが⑴でまとめたように，個

人を擁護し再評価する学習となっているのであるか

ら，その対象である６人も，特に近年，再評価が必

要と思われるようになってきた人物，言い換えるな

ら，それがいいか悪いかは関係なく（標題において

最初に出てくる方が一般的イメージであり，悪いイ

メージの再評価が２人，いいイメージの再評価が４

人となっている），現在でも必要以上に一面的イメー

ジ（解釈）が先行している人物，というのが本シリー

ズの人物選択基準といえるのではないだろうか．

以上のように本シリーズでは，現在でも必要以上

に一面的イメージ（解釈）が先行している，再評価

の必要な自国の二面性を有する人物を取り上げ，従

来のイメージを覆し常識的見方に反する共感を行わ

せる学習となっていた．自国の人物であるからある

程度認知しており，この学習で新しく得られた知見

は，自身のこれまでの認識とは異なるものといえる．

そのため，こうした人物再評価学習と定義すべき学

習を通して，認識の可変性，およびその結果として

認識の多元性という認識を形成させうる学習といえ

よう．

Ⅲ．人物再評価学習としての歴史授業開発

−｢徳川綱吉：犬公方か文治政治

推進者か｣−

⑴授業開発の要点

前章での分析を踏まえ，授業開発を行う．「歴史

的評価」シリーズにおいて特長的だったのは，人物

選択基準より，①必要以上に一面的イメージ（解釈）

が先行している，再評価の可能な二面性を有する人

物を取り上げていること，②学習者がすでにある程

度の認識を有して対象であることが望ましく，その

意味で自国の人物が望ましいこと（ただし実在の人

物である必要はない），の２点，その学習構造より，

③従来のイメージを覆し常識的見方に反する共感を

行わせる学習を行うこと，④その結果として異なる

竹中 伸夫
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解釈が学習者の中で形成され，認識は可変であるこ

と，およびその結果として認識は多元となることを

自覚する学習となっていること，の４点にまとめら

れるのではないだろうか．

そのため，授業を開発するにあたり，①②を踏ま

え，犬公方としての暗愚な側面にばかり注目され，

近年，歴史学の分野において，再評価がなされつつ

ある6)徳川綱吉を取り上げることとした．中学校段

階の生徒を対象として徳川綱吉を扱った授業例とし

ては，河原のもの7)が確認できたが，綱吉個人では

なく，綱吉の政策としての生類憐みの令やそれに民

衆がどのように対応したかについて着目したもので，

中学校段階において，人物再評価学習を目的とした

ようなものは，管見の限り存在しない．

また，人物再評価学習としての歴史人物学習を組

織するべく，教科書記述が従来のイメージに基づく

もの8)であることから，その記述を疑うことで常識

的見方に反する共感を行わせる学習を行うことを意

識した．詳細は次項に記す．

⑵開発した授業の概要

次頁に，開発した小単元「徳川綱吉：犬公方か文

治政治推進者か」を示す．本小単元の目標は，徳川

綱吉を取り上げ，①その人物は一般的に評価が低い

こと，その理由として生類憐みの令があること，②

いわゆる生類憐みの令の公布は，すべての生類に対

する愛護の精神や社会的風習の浸透（儒教に基づく

文治主義政治の実現）を目的としたものであること，

③現在の犬公方のような一面的イメージの形成には，

後の時代の意図的な解釈とその一人歩きによるもの

であること，④意図を持った解釈によって，歴史は

可変であり多元となることを自覚すること，である．

本小単元は，導入，展開Ⅰ，Ⅱ，終結の大きく４

つの部分から構成されている．導入では，教科書記

述を紹介し，綱吉の一般的イメージを確認した上で，

なぜそのようなことをしたのかと問うことで，問題

提起を行っている．続く展開Ⅰでは，儒教に基づく

政治（仁や礼）を志した綱吉の人となりについて，

基本的な情報を提示した上で，その人物像と，生類

憐みの令における人よりも犬の愛護という従来の説

明とに矛盾がないかと問い，生類憐みの令が，極端

な動物愛護法ではなく，価値観（意識）の変容の強

制を目的としたものであったことを，仮説を立て考

察している．そして展開Ⅱでは，生類憐みの令自体

が，価値観の変容の強制という非常に無理のある法

令だったため，その目的実現のため，細かな法令を

いくつも公布し，その行動を過度に監督・規制した

ため，後代の人物や同時代の人物に酷評されたこと，

また，同時代の他の人物をより高く評価するために，

相対的に低く評価される傾向にあったこと，そして

その結果として非常に低い現代的評価が定着してい

ることを確認している．そして最後に終結では，こ

れまでの分析を踏まえ，徳川綱吉を再評価すること

を求めている．

中学校における歴史人物学習の可能性
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１．小単元名「徳川綱吉：犬公方か文治政治推進者か」

２．小単元の目標

知識・理解

①徳川綱吉について次のことを理解する．

ⅰ）一般的には犬公方として，評価が低いこと

ⅱ）学問（儒教）に明るく，尊王心が厚かったとされること

ⅲ）生類憐みの令をはじめ，民衆の日常生活にまで，規制をかけようとしたこと

②徳川綱吉の政策（生類憐みの令）に対する異なる評価（解釈）を具体的に理解する．

ⅰ）生類憐みの令は，すべての生物に対する愛護を目的とした複数の法令の総称で，決して人よりも犬を大事にしたも

のではないこと

ⅱ）生類憐みの令は，武断政治を否定し，文治主義的政治を推し進めることを意図していたこと

ⅲ）法令を発するということは，それが弊害として存在していたためであることを意識し，犬を大事にしたのは，それ

だけ犬の害があったからということに逆説的に気づくこと

ⅳ）ⅰ）のような誤解が生じたのは，新井白石など後代の人物による，意図的な著作によるところが大きいこと

思考・判断・表現・技能

①歴史の解釈は可変であり，結果として多元となりうることを自覚し，解釈を構築できる

②資料読解において，資料作成者には意図があることを自覚し，意図を意識しながら読むことができる

③ある歴史上の人物に関する評価（同時代的，現代的を問わず）は，他の人物との比較によって，意図的に形成される

こともあることを自覚し，評価をうのみにしない
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３．小単元の展開
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Ⅳ．結 語

本小論は，イギリスの歴史教科書の分析から得ら

れた知見を手がかりに授業試案を構築することで，

中学校の歴史教育において，歴史上の人物を扱う際

の，小学校段階とはより明確に差異化された，新た

な方略の可能性を論じるものであった．

研究の結果，人物再評価学習と定義できる，共感

的理解を目指す人物学習と漸進的な特質を有する歴

史学習の方略を具体的に明らかにすることができ，

試案ではあるが，それを指導案「徳川綱吉：犬公方

か文治政治推進者か」として，具体化できた．

歴史教育において歴史上の人物という教材を選択

するという学習方略は，現在は小学校の歴史学習と

深く結びついている．確かに，人物という歴史上の

主体を取り上げることで，共感的に理解させること

を教育目標とすることも可能である．しかし，歴史

上の人物は教材でしかなく，教材をわからせるため

ではなく，社会科教育の目標である社会認識形成や

市民的資質育成を実現するために意味がある学習方

略が，歴史上の人物を取り上げることで実現可能な

のであれば，小学校段階以外でも，積極的に取り上

げる必要があるといえるのではないだろうか．本小

論は，中学校段階における歴史人物学習の一つの在

り方を，具体的に例示したに過ぎないが，こうした

研究を積み重ねていくことで，社会科教育としての

歴史のための歴史人物学習の，学校段階に応じた在

り方がより明確化してくるものと考えられる．

そのための残された課題として，以下二つを指摘

したい．一つは，今回の人物再評価学習以外の歴史

人物学習の方略を具体的に明らかにすることである．

今回事例とした教科書を含めて，イギリスの歴史教

育においては，歴史上の人物を扱った教科書がほか

にも存在する9)．これらの分析を手がかりに，歴史

上の人物の教材としての多様な可能性を吟味検討し

たい．

二つ目は，それらの分析を踏まえた，カリキュラ

ム編成原理の解明と提案である．小学校と中学校と

高等学校において，歴史人物学習を行う場合，どの

ように段階的に配列してカリキュラム編成すべきか，

またそれはなぜか．学校段階に応じた，歴史人物学

習のカリキュラム編成の在り方を模索する必要があ

るだろう．

注

１）拙稿「高等学校における歴史人物学習の可能性−教科書

分析と授業開発を手がかりに−」『熊本大学教育学部紀

要』第63号，2014年，pp．23-32．

２）文部科学省『小学校学習指導要領解説社会編』東洋館出

版社，2008年，pp．120-122．

３）文部科学省『中学校学習指導要領解説社会編』日本文教

出版，2008年，pp．142-146．

４）大江和彦「中学校社会科歴史的分野における人物学習の

実践：北条政子と封建社会の成立」『中等教育研究紀要』

第49号，2009年，pp．205−216．

５）Brooman , Josh , Bloody Mary : Cruel Queen or Good

Catholic ? , Longman , 2003.

６）塚本学『徳川綱吉』吉川弘文館，1998年，など．

７）河原和之「『生類あわれみの令』は悪法か−徳川綱吉の政

治−」歴史教育者協議会編『わかってたのしい中学社会

科歴史の授業』大月書店，2002年，pp．136-139．

８）五味文彦ほか『新しい社会 歴史』東京書籍，2012年，p．

114．

９）例えば，Wayland社が出版した「TheWhoʼsWho of」シ

リーズなど．

竹中 伸夫
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